
多賀城市職員の給与等について

１　　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況(普通会計決算）

人

（3） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

【参考】地域手当補正後のラスパイレス指数
（平成２３年４月１日現在）

区分
住民基本
台帳人口

(２２年度末）

歳出額
(Ａ)

実質収支
人件費

(Ｂ)
人件費率

(B/A)
(参考）21年度
の人件費率

２２年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

62,289 19,428,396 101,595 3,678,781 18.9 17.6

区分
職員数

(Ａ)

給　　　与　　　費 １人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）

（参考）
類似団体平均

１人当たり給与費給料 職員手当
期末・

勤勉手当
計　　(Ｂ)

２２年度 386
千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,423,239 403,698 508,585 2,335,522 6,051 7,098

(注） １　職員手当には退職手当を含みません。
２　職員数は、平成２２年４月１日現在の普通会計における職員数です。

(注） １　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を
示す指数です。

２　類似団体とは、人口規模、産業構造が類似している団体をいいます。

92.5
※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務
員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数
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多賀城市職員の給与等について

２　　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）

（単位：円）

３　　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在）
①　一般行政職

歳 円 円

※平均給与月額には、東日本大震災対応に係る時間外勤務手当が含まれています。

②　技能労務職

歳 円 円 円 歳 円

円 円 円

.

５　平均給与月額には、東日本大震災対応に係る時間外勤務手当が含まれています。

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１号給の
給料月額

135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200

最高号給の
給料月額

243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600 458,400

区分
平均
年齢

平　　　均
給料月額

平　　　均
給与月額

平均給与月
額(国基準)

多賀城市
円

43.1 309,034 495,500 346,202

宮城県
42.8 343,936 440,213 379,909

国
42.3 327,205 - 397,723

類似団体
42.8 328,921 422,226 380,777

区分
公務員 民間 参考

平均
年齢

人数
平均給料月

額
平均給与月額

（A)
平均給与月
額(国基準)

対応する民間
の類似職種

平均
年齢

平均給与月額
（Ｂ）

Ａ／Ｂ

多賀城市
人

53.8 11 291,226 388,975 307,402 － － － －
うち用務員 45.5 2 281,100 527,727 315,696 用務員 53.8 209,700 2.52
うち自動車運転手 52.6 2 286,550 506,868 310,042 自家用乗用車自動車運転手 54.7 254,000 2.00
その他 56.7 7 295,455 315,649 304,279 － － － －

宮城県 49.5 257 332,110 383,254 358,903 － － － －

国 49.5 3,689 283,862 － 321,662 － － － －

類似団体 47.7 39 327,320 386,239 365,099 － － － －

区分

参考
年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

C/D

多賀城市
－ － －

うち用務員 7,532,591 2,943,200 2.56
うち自動車運転手 7,251,523 3,329,500 2.18
その他 4,957,139 － －

(注） １ 平均給与月額は、平均給料月額に扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職
手当及び時間外勤務手当等を加えたものです。

２ 平均給与月額(国基準)は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手
当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員の基準で再計算したものです。

３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。
　　（平成１８年～２０年の３ヶ年平均）

４ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍し
たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給
された年間賞与の額を加えた試算値です。
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多賀城市職員の給与等について

(2) 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在）

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在）

区分 多賀城市 宮城県 国

一般行政職
大学卒 172,200 円 178,800 円 172,200 円

高校卒 140,100 円 144,500 円 140,100 円

技能労務職
高校卒 137,200 円 141,900 円 - 円

中学卒 121,600 円 125,400 円 - 円

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大学卒 255,925 円 295,175 円 339,925 円

高校卒 196,733 円 248,940 円 286,433 円

技能労務職
高校卒 - 円 - 円 - 円

中学卒 - 円 - 円 - 円

(注） 　技能労務職員には、表の経験年数に該当する職員がいない箇所については記載しておりません。
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多賀城市職員の給与等について

４　　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）

(2) 昇給への勤務成績の反映状況

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 定例的な業務（主事・技師） 49 人 15.5 ％

２級
高度の知識又は経験を必要とする業務
（主事・技師）

27 人 8.5 ％

３級
係長、副主幹、主任、副主任、主査の職務、特定の分野において相当高度
の専門的知識又は経験を必要とする業務（係長・副主幹・副主任・主査等）

146 人 46.1 ％

４級
市長公室長補佐、課長補佐、局長補佐、主幹、保育所長の職務（課
長補佐・主幹等）

54 人 17.0 ％

５級 課長、参事、太陽の家園長の職務（課長・参事等） 26 人 8.2 ％

６級
次長、震災復興推進局長、副理事、工事検査監、監査委員事務局長
の職務（次長・課長・副理事等）

8 人 2.5 ％

７級
市長公室長、部長、理事、議会事務局長、会計管理者の職務（部長・
理事）

7 人 2.2 ％

(注） １　本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
３　平成１８年度から、給与制度改革により級構成が次のように改正されました。

改正前 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

改正後 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

人材育成を主眼とした育成評価制度は実施しているものの、現在は勤務成績の評定へは反映しており
ません。

１級, 15.5% １級, 13.8%
１級, 8.6%

２級, 8.5%
２級, 7.8%

２級, 12.1%

３級, 46.1%
３級, 44.5% ３級, 47.5%

４級, 17.0%
４級, 18.5% ４級, 15.6%

５級, 8.2%
５級, 8.2% ５級, 8.6%

６級, 2.5%
６級, 3.8% ６級, 5.7%

７級, 2.2% ７級, 3.4% ７級, 1.9%
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多賀城市職員の給与等について

５　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当（平成２２年度）

１人当たり平均支給年額 １人当たり平均支給年額 １人当たり平均支給年額
千円 千円 千円

（支給割合） （支給割合） （支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

１ （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。
２ 勤勉手当の標準的な支給割合は1.29月分です。
３

(2) 退職手当（平成２３年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

１人当たり平均支給額

(3) 地域手当（平成２３年４月１日現在）

1,333 1,691 －

1.35 月分 2.60 1.35 月分

多賀城市 宮城県 国

2.60 1.35 月分
(1.45) (0.65) (1.45) (0.65) (1.45) (0.65)
2.60

職制上の段階、職務の級等に
よる加算措置

職制上の段階、職務の級等に
よる加算措置

職制上の段階、職務の級等に
よる加算措置

・役職加算　５％～１５％ ・役職加算　５％～２０％ ・役職加算　５％～２０％
・管理職加算　１５％～２５％ ・管理職加算　１０％～２５％

（注）

勤勉手当において、懲戒処分等のあった職員については支給率を変更しております。

多賀城市 国
自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50月分 30.55月分 勤続２０年 23.50月分 30.55月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分 勤続２５年 33.50月分 41.34月分
勤続３５年 47.50月分 59.28月分 勤続３５年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 早期退職特例２～２０％加算 その他の加算措置 早期退職特例２～２０％加算

10,240千円 23,471千円 － －

（注） 　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均
額です。

支給実績（２２年度決算） 49,996 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 117,638 円

支給対象地域
支給率（現行）

支給対象職員数
国の制度

制度完成時 国の制度完成時

多賀城市
3%

420
3%

3% 3%

仙台市
6%

2
6%

6% 6%
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多賀城市職員の給与等について

(4) 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在）

(5) 時間外勤務手当

区　　分 全　職　員

支給実績（２２年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度） － ％

手当の種類（手当数） ３種類

手当の名称 支給範囲 支給単価

防疫業務手当
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律に基づく防疫業務に従事した職員

日額900円

行旅死病人取扱手当

行旅死亡人の収容及び護送等の業務に従事した職
員

１回につき
2,000円

行旅病人の収容及び護送等の業務に従事した職員
１回につき
1,300円

支給実績（２２年度決算） 241,401 千円

職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 807 千円

支給実績（２１年度決算） 132,433 千円

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 434 千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含みます。
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多賀城市職員の給与等について

(6) その他の手当（平成２３年４月１日現在）

１　配偶者　13,000円 千円 円
２　配偶者以外

ア　１人につき　6,500円

イ　

借家・借間に居住している職員 千円 円
１

家賃－12,000円
２

１　交通機関等の利用者 千円 円

２　交通用具使用者（１月あたり）

３　交通機関と交通用具の併用者

千円 円

80,400円

理事 71,000円
次長、会計管理者 67,700円
監査委員事務局長

57,800円
課長、室長 55,300円

参事、太陽の家園長 42,200円
その他出先の長 40,700円

千円 円

千円 円

1回に6,620円を超えない範囲内

　休日勤務手当及び夜間勤務手当については、４（５）時間外勤務手当に含まれています。

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（２２年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２２年度決算）

扶
養
手
当

同じ － 47,642 239,408
配偶者がいない場合、そのうち
１人につき　11,000円

扶養親族（子）のうち、１５歳か
ら２２歳までの間にある子　１人
につき5,000円加算

住
居
手
当

同じ －

月額23,000円以下の家賃を支
払っている職員

18,038 286,322
月額23,000円を超える家賃を支
払っている職員

11,000円＋｛(家賃－23,000)÷2｝
で27,000円を限度

通
勤
手
当

一部
異なる

２につい
て、使用
距 離 に
よる支給
額 が 異
なる。

６月毎に６月に要する運賃等相当
額（１月あたり55,000円限度）

使用距離（片道）により
18,914 62,219

2,000円～24,500円

運賃相当額＋交通用具使用の
額。ただし、１月あたり55,000円を
限度とする。

管
理
職
手
当

管理又は監督の地位にある職員に対
し、次の額を支給

－ －

市長公室長、部長

35,922 588,886

議会事務局長

副理事、工事検査監

選管及び農業委員会事務局長

管
理
職
員
特

別
勤
務
手
当

管理職員が臨時又は緊急に公務の
運営の必要により週休日又は祝日に
勤務した場合に支給

一部
異なる

支給額が
異なる。

2,584 42,352

１回に6，000円を超えない範囲内

災
害
派

遣
手
当

等

災害対策基本法等に定める職員が
市を離れて滞在を要する場合に支給

－ － － －

（注） 　管理職手当については本市独自の抑制策として、平成２２年４月から１１月まで80,400円は
68,340円、71,000円は60,350円、67,700円は57,545円、57,800円は49,130円、55,300円は
47,005円、42,200円は35,870円、40,700円は34,595円にそれぞれ減額して支給しています。
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多賀城市職員の給与等について

６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円

（平成２２年度支給割合）

（平成２２年度支給割合）

（算定方式） （一期の手当額） （支給時期）
給料月額×０．４４×在職期間 円
給料月額×０．２６×在職期間 円 任期毎

区　　　　分 給　　　料　　　月　　　額　　　等

給
料

類似団体における最高／最低額

612,000 円

市 長
964,000円

989,000 円 ／ 582,400 円
(867,600円)

副 市 長
780,000円

820,000 円 ／
(741,000円)

報
酬

議 長 481,000 698,000 ／ 395,000
副 議 長 412,000 618,000 ／ 345,000
議 員 384,000 570,000 ／ 315,000

期
末
手
当

市 長
副 市 長 ３．８５月分
議 長
副 議 長 ２．９５月分

（注） 　本市の独自抑制策として、平成12年４月から市長の給料及び期末手当は１０％を減じて、副市
長及び収入役の給料及び期末手当は５％減じており、給料については（　）内の額が支給されて
います。

議 員

退
職

手
当

市 長 20,359,680
副 市 長 9,734,400

人

（ 人 ）

人

（ 人 ）

〔 〕 〔 〕 〔 〕 人

１

２

７　　職員数の状況　

（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

区 分 職 員 数 対 前 年 主 な 増 減 理 由

部 門 平成２２年 平成２３年 増 減 数

普

通

会

計

部

門

一

般

行

政

部

門

議 会 5 5 0

農 林 水 産 9 9 0

総 務

税 務

民 生

衛 生

商 工 7 6 -1 人事異動延期に伴う退職者不補充による減

土 木 42 43 1 育児休業職員の補充による増

＜参考＞

計 317 324 7 人口１万人当たり職員数 52.02

類似団体の人口１万人当たりの職員数 45.42

教 育 部 門 69 61 -8 市民会館指定管理者導入に伴う減

＜参考＞

小 計 386 385 -1 人口１万人当たり職員数 61.81

類似団体の人口１万人当たりの職員数 60.51

公

営

企

業

等

会

計

部

門

水 道 26 25 -1 人事異動延期に伴う欠員不補充による減

下 水 道 15 15 0

そ の 他 25 22 -3
育児休業職員の補充に伴う加配の解消及び退職者不補
充による減

＜参考＞

小 計 66 62 -4

人口１万人当たり職員数

合 計 452 447 -5

71.76

（注） 　職員数は一般職に属する職員数である。

　〔　　　〕内は、条例定数の合計である。

502 502 0

110

29

101

20

1

29

104

20

1労 働

100
人事異動延期に伴い新規採用職員を総務課付けとしたこ
とによる増

退職者不補充による減

10

0

-3

0

0
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多賀城市職員の給与等について

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

１

２

（２）　年齢別職員構成の状況　（平成２３年４月１日現在）

区分

２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上

職員数
5 15 31 31 40 53 40 23 64 77 67 1 447

（３）　職員数の推移

（単位：人・％）

年 度
平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年

過去５年間

部 門 別 の増減数（率）

一般行政 331 324 326 320 317 324 -7 （ - 2.1％）

教育 87 84 73 70 69

消防 0 0 0 0 0

386 385 -33

61 -26 （-29.9％）

0

62 -3 （ - 4.6％）

0 （ 　　　％）

普通会計計 418 408 399 390

465 457 452

（ - 7.9％）

公営企業等会計計 65 66 66 67 66

447 -36 （ - 7.5％）

（注） 　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　合併した団体にあっては，合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

総合計 483 474
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16
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20

20歳

未満

20歳

|

23歳

24歳

|

27歳

28歳

|

31歳

32歳

|

35歳

36歳

|

39歳
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|
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44歳

|
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48歳

|

51歳

52歳

|

55歳

56歳

|

59歳

60歳

以上

構成比

５年前の構成比

（％）
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８　公営企業職員の状況

(1) 水道事業
①職員給与費の状況

決算　　

　 ％ ％

職員手当には退職手当を含みません。
②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２３年４月１日現在）

歳 円 円

③職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円
（支給割合）
期末手当 勤勉手当

月分
月分 月分

（加算措置の状況）

１ （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。
２ 勤勉手当の標準的な支給割合は1.29月分です。
３ 勤勉手当において、懲戒処分等のあった職員については支給率を変更しております。

イ　退職手当

（支給率） （支給率）

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

区分
総費用 純損益又は

実質収支
職員給与費

総費用に占める
職員給与費比率

（参考）２１年度の総
費用に占める職員給

与費比率（Ａ） （Ｂ） （Ｂ／Ａ）

２２年度
千円 千円 千円

1,625,002 233,446 167,586 10.31 9.65

区分
職員数
（Ａ）

給与費 一人当たり
給与費

（参考）
団体平均１人
当たり給与費給　料 職員手当

期末・
勤勉手当

計
（Ｂ） （Ｂ／Ａ）

２２年度 26人
千円 千円 千円 千円 千円 千円

103,558 27,013 37,015 167,586 6,446 6,443
（注）

区分 平均年齢 平均基本給 平均月収額

多賀城市
49.9 361,240 548,055

団体平均
45.6 362,100 535,892

（注） 平均月収額には、期末勤勉手当を含みます。

多賀城市 団体平均
１人当たり平均支給年額（２２年度） １人当たり平均支給年額（２２年度）

1,424 1,510

2.60 1.35 月分
(1.45) (0.65)

職制上の段階、職務の級等に
よる加算措置

・役職加算　５％～１５％

（注）

公営企業職員 一般行政職
自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50月分 30.55月分 勤続２０年 23.50月分 30.55月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分 勤続２５年 33.50月分 41.34月分
勤続３５年 47.50月分 59.28月分 勤続３５年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 早期退職特例２～２０％加算 その他の加算措置 早期退職特例２～２０％加算

該当者無し 該当者無し 10,240千円 23,471千円
（注） 　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均

額です。
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ウ　地域手当（平成２３年４月１日現在）

エ　特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在）
特殊勤務手当は平成２０年度をもってすべて廃止しております。

オ　時間外勤務手当

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成２３年４月１日現在）

休日勤務手当及び夜間勤務手当は７－（１）－③－オ　時間外勤務手当に含みます。

支給実績（２２年度決算） 3,241 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 129,640 円

支給対象地域
支給率（現行）

支給対象職員数
国の制度

制度完成時 国の制度完成時

多賀城市
3%

26
3%

3% 3%

支給実績（２２年度決算） 15,637 千円

職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 711 千円

支給実績（２１年度決算） 6,879 千円

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 299 千円

手当名 内容及び支給単価
支給実績 支給職員１人当たり

平均支給年額
（２２年度決算）（２２年度決算）

扶養手当

一般行政職に同じ。

2,710 千円 208,462

円

円

住居手当 2,221 千円 444,200 円

円

通勤手当 1,256 千円 89,714 円

管理職手当 1,388 千円 462,667

（注）

管理職員特別
勤務手当

158 千円 52,667 円

災害派遣手当
等

－ 千円 －
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